
国民健康保「父運営協議会

令和 4年 6月 1日

議 題 (1)

(1)大牟田市市税条例等の一部を改正する条例 (案)について

1.趣旨

地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額について、大

牟田市市税条例の一部を改正するもの。

2.改正の内容

課税限度額の引き上げ (条例

・基礎課税額
。後期高齢者支援金等課税額

第 114条第2項、第3項及び第 127条第 1項 )

【現行】63万円 →  【改正案】65万円

【現行】19万円 → 【改正案】20万円

国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を政

令どお りの上限額に改める。

区 分 現 行 改正案 備 考

①基礎課税額 63万 円

②後期高齢者支援金等課税額 19万円

③介護納付金課税額 17万円 17万円 改正なし

計 99万 円

○課税限度額

保険税負担は、負担能力に応 じた公平なものである必要がある。しかしなが

ら、受益 (給付)と の関連において、被保険者の納税意欲に与える影響や、制

度及び事業の円滑な運営を確保する観点から、政令で上限を定めている。

課税限度額の引き上げは、これまで被用者保険におけるルール 係)と のバラ

ンスを考慮し、該当世帯の割合が 1.5%に近づくよう段階的に引き上げている。

※被用者保険 (協会けんぽ)では、標準報酬月額の最高等級に該当する被保

険者の割合が 0.5～ 1.5%の 間になるよう政令で定めている。

【参考】

①基礎課税額

国民健康保険事業に要する費用 (県 に納付する国保事業費納付金のうち 県

の国保特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に

要する費用を除く費用等)に充てる課税額

1



3

②後期高齢者支援金等課税額

国保事業費納付金のうち 県の国保特別会計において負担する後期高齢者支

援金等の納付に要する費用に充てる課税額

③介護納付金課税額

40歳から65歳未満の介護保険第2号被保険者につき算定した国保事業費

納付金のうち 県の国保特別会計において負担する介護納付金の納付に要する

費用に充てる課税額

施行期日

公布の日から施行する。なお、改正後の市税条例は、令和 4年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、令和 3年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。

その他

≪改正経過≫

4

区 分 基礎課税額
後期高齢者支

援金等課税額

介護納付金

課税額
合計

28年度 54万 円 19万円 16万円 89万 円

29年度 改正な し

30年度 58万 円 19万円 16万 円 98万 円

元年度 61万 円 19万円 16万円 96万 円

2年度 63万 円 19万円 17万 円 99万 円

3年度 改正な し

4年度 (案 ) 17万 円
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参考①

合
O基礎課税分
O後期支援金
O介護納付金

65万 円
分 20万 円
分 17万

朗卿軋
賄印類

】
】
】

【現行限度額世帯】
・基礎課税分 :1
日後期支援金分 :1
・介護納付金分 :1

世守
世爾
世爾

世
世
世

４３
６‐
１７

※R4年 3月 現在の

被保険者の状況で試算
(所得はR2年分 )

改正案
102万 円

現行
99万円

保
険
税
額

【改正後限度額世帯】
基礎課税分  :137世帯へ減少 (▲ 6世帯)

後期支援金分 :143世帯へ減少 (▲ 18世帯)

〔 |ヨ彗ヨ:蓬墾与;1弓ξl:I男日 〕
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参 考②

夏

20,000

10,000

0

限度 !平等害1額

0

0

0

均等害1額

0

0

0

所得客‖率

000%
000'6

0.009も

1人世帯の場合

1人介護2号該当

3年度》

(単位 :円 )

限産額

630,000

190,000

170.000

平等害‖緬

22,400

7,000

0

均等割額
19,900

6,200

14,200

所得割率
9,30%

2950/0

315%
支援金

基 礎

介 護

限度額

蜘

200,00Q
170,000

平等割額

22,400

7,000

0

均等割額

19,900

6,200

14,200

所得割率

9。 30%
2.95%

3.15%

更 接 金

墨 碇

介 護

990,000

172,800

249,800

314,400

368,400

428,300

489,900

551,500

613,100

674,700

736,300

804,200

920000

947,600

971,400

990,000

990,000

計 ①

20700
78,600

135,300

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

介 護

4,200

16,000

27,700

35,300

51,000

64200
75,300

87,500

100,100

112,700

125,300

137,900

150,500

164,400

81900

93,700

105,500

117,300

129,100

140,900

153,900

180,400

187,100

190,000

190,000

190,000

190,000

支援金

3,900

15,000

25,900

32,900

47700
60,100

70,400

630,000

630,000

630,000

基 礎

12,600

47600

32,200

104,600

151,100

190,100

222,700

258,900

296,100

333,300

370500

407,700

444,900

485,900

569,600

590,500

611,400
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軽減

割合

7

5

4,760,00C

5,200,00C

6,100,00C

6,325,00C

6,550,00C

6,750,000

6,970,000

8,050,000

所 得

430,000

715,000

950,000

1,100,800

1,600,000

2,020,000

2,370,000

2,760,000

3,160,000

3,560,000

3,960,000

4,360,000

8,000,000

8,250,000

8,500,000

8,700,000

8,920,000

10,000,000

収 入

980,000

1,265,000

1,500,000

1,668,000

2,400,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

6,500,000

7,000,000

314,400

368,400

428,300

489,900

551,500

613,100

674,700

736,300

804,200

920,000

947,600

975,100

999,600

1,020,000

1,0201000

計 ②

20,700

78,600

135,800

172,300

249,800

1701000

170,000
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170,000

170,000

介 護

4,200

16,000

27,700

35,300
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64200
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87,500

100100
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125,300

137,900

150,500

164,400

170,000

105,500

117,300
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140,900

153,900

180,400

187,100

193,700
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200,000
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支援金

3,900
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60,100
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81,900

93,700
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12,600

47,600

82,200

104,600

151,100

190,100

222,700

258,900

296,100

333300

370,500

407,700

444,900

485,900

569,600

590,500

611,400

630,000

軽減

害‖合
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所得に対する税負担率

改正案
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